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出来秋を迎え、新米の収穫が全国各地で進んでおります。 

JAグループでは、消費者の皆さまに、おいしいお米を安定的にお届けする

ために、持続可能な米生産に向けた生産者への支援に取り組むとともに、令和

７年産米の集荷・販売に取り組んでいるところです。 

 

こうしたなか、一部の識者の見解において、「令和７年産の米価高騰は、JA

グループの概算金によるもの」、「JAが自らの利益のために概算金を釣り上げ

ている」といった見方がありますが、そのようなご指摘にはあたらないと考え

ます。 

 

JA グループが扱う米の多くは、生産者から委託を受けて販売をしており、

概算金とは、生産者が JA に米を出荷した際に受け取る一時払い金のことで

す。米作りは費用の支払いが先行するため、生産者は JAへの米出荷時に一定

の収入を得ることが出来るという利点があります。 

概算金額は、生産者の営農の継続と、JAグループとして米の安定供給を実

現するため、需給状況や集荷業者の動向などをふまえ、流通経費（運賃・保管

料）等を試算したうえで、生産コストなどを勘案し、各産地で設定しておりま

す。 

しかし、JAグループ以外の業者がこの概算金より高い買取価格を提示して

いるため、集荷競争が激しくなり、概算金の見直しや追加払いなどを行い、集

荷量を確保している実態にあります。 

米を販売した後は、販売代金から運賃・保管料等の流通経費や規定の手数料

を差し引いて、残額をすべて生産者に精算しております。JAは組合員により

運営される協同組合であり、JAが必要以上の利益を得ることは一切ありませ

ん。 

 

JAグループは、生産者が安心してお米を作り続けられる農業経営を実現し、

消費者の皆さまにおいしいお米を、生産者も消費者も納得できる価格で安定

供給していけるよう、引き続き取り組んでまいります。 
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